
令和２年８月７日 

保護者 様 

加賀市教育委員会学校指導課 

 

令和２年度 学校閉庁日の緊急連絡体制について 

 

日頃より、保護者の皆様には学校教育にご協力いただき、誠にありがとうご

ざいます。石川県教育委員会では、教職員の多忙化改善に向けた取組方針とし

て、夏季休業中の旧盆を含む一週間を県内一斉のリフレッシュウィークとし、

連続する３日以上の学校閉庁日を設けるよう定めております。 

加賀市教育委員会でも県教育委員会の方針を受け、令和２年度の取組として

下記のとおり行いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

記 

 

１ 名 称  学校閉庁日 

２ 期 間  ８月１１日（火）から８月１４日（金）までの４日間 

３ 内 容  上記期間中、職員は学校に勤務せず、市の研修や行事、学校行事、

部活動は行いません。 

４ その他 

   上記期間中は学校に電話をしてもつながりません。緊急に連絡したい場

合は、下記連絡先に電話してください。 

教育委員会から学校長に連絡いたします。 

 

 児童生徒に関すること・・・加賀市教育委員会学校指導課（７２－７８８６） 

 

 学校の施設に関すること・・加賀市教育委員会教育庶務課（７２－７９７０） 

 

以上 

裏面もご覧ください 


